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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
ア
メ
リ
カ
の
パ
リ
協
定
か
ら
の
離
脱
表
明
に
対
す
る
日
本
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る

質
問
に
対
す
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答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

パ
リ
協
定
（
平
成
二
十
八
年
条
約
第
十
六
号
。
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
日
米
間
で
は
常
日
頃
か
ら
緊
密

に
意
思
疎
通
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
国
と
の
関
係
も
あ
り
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
タ
オ
ル
ミ
ー
ナ
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
、

米
国
に
対
し
て
気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
の
重
要
性
及
び
協
定
の
着
実
な
実
施
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。我
が
国
と
し
て
は
、

今
後
、
気
候
変
動
問
題
へ
の
対
処
の
た
め
に
米
国
と
協
力
し
て
い
く
方
法
を
探
求
す
る
と
と
も
に
、
協
定
の
締
約
国
と
と
も

に
協
定
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
を
通
じ
、
気
候
変
動
問
題
に
積
極
的
に
対
処
し
て
い
く
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
麻
生
財
務
大
臣
の
発
言
は
、
米
国
が
協
定
か
ら
の
脱
退
を
表
明
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
七
」
（
平
成
二
十
九
年
六
月
九
日
閣
議
決
定
）
に
記
載
さ
れ

一



て
い
る
と
お
り
、
引
き
続
き
、
「
パ
リ
協
定
の
下
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
国
内
で
の
大
幅
な
排
出
削
減
を
目
指
す
と
と
も
に
、

優
れ
た
低
炭
素
技
術
の
海
外
展
開
に
よ
り
、
世
界
全
体
の
排
出
削
減
に
最
大
限
貢
献
し
、
我
が
国
の
更
な
る
経
済
成
長
に
つ

な
げ
る
よ
う
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
」
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
気
候
リ
ス
ク
情
報
の
基
盤
整
備
を
進
め
、
農
業
や
防
災

に
関
す
る
適
応
策
を
推
進
す
る
な
ど
、
「
気
候
変
動
の
影
響
へ
の
適
応
計
画
」
を
推
進
す
る
」
考
え
で
あ
る
。

二


